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当事者
• 原告（商標権者）株式会社生活と科学社

日用品雑貨，洋品雑貨，石けんの販売等を業とする株式会社
インターネットに「石けん百貨」の名称で石けん等を取り扱う店舗サ
イトを開設し，各メーカーの石けんの販売等の営業を行うとともに
当初は「石けん百科」の名称で，その後に「石鹸百科」に名称を変更
して，石けん等に関する情報を提供する情報サイトを運営している。
また，原告は，「石けん百貨」ブランドを用いた石けん関連の自社商
品の販売も行っている。

• 被告
楽天株式会社：各種マーケティング・小売業務の遂行及びコン
サルティング，通信販売業務等を業とする株式会社
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• 第３類 石けん類、歯磨き

第３７類

洗濯、建築物の内外、食器類、浴槽・浴槽がま、煙突、建築物の
外壁、窓、床敷物、床磨き、し尿処理槽、貯蔵槽類の

清掃又はこれに関する情報の提供･指導及び助言，

原告の商標権
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事件の概要
被告楽天が，インターネット上の検索エンジンにおける検索結果表示ペー

ジの広告スペースに，別紙表示目録記載の文言に自社サイトへのバイ

パーリンクを施す方式による広告を表示した行為が，

商標権の侵害行為、不正競争防止法２条１項１号の不正競争行為に当た

る旨主張

上記の表示の差止め、法７０９条又は不競法４条（共同不法行為である場

合の民法７１９条を含む。）に基づいて，損害金1593万6386円を求めた事

案

（商標権侵害に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求は，選択的併

合の関係にある。）。
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別紙表示目録
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１ 石けん百貨人特集
２ 石けん百貨は楽天
３ 石けん百貨 楽天大特集
４ 石けん百貨 楽天が格安
５ 石けん百貨【楽天】
６ 石けん百貨／楽天
７ 石鹸百貨大特集
８ 石鹸百貨は楽天
９ 石鹸百貨 楽天大特集
10 石鹸百貨 楽天が格安
11 石鹸百貨【楽天】
12 石鹸百貨／楽天

13 石けん百科大特集
14 石けん百科は楽天
15 石けん百科 楽天大特
16 石けん百科 楽天が格安
17 石けん百科【楽天】
18 石けん百科／楽天
19 石鹸百科大特集
20 石鹸百科は楽天
21 石鹸百科 楽天大特集
22 石鹸百科 楽天が格安
23 石鹸百科【楽天】
24 石鹸百科／楽天



検索連動型広告
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GooglｅやＹａｈｏｏ!などのインターネット上の検索エンジンにおいて，検
索したキーワードに関連した広告を検索結果表示画面に表示するもの。

検索連動型広告では，ユーザーがGoog↓ｅ等の検索サービスを利用して，
自らの関心がある事柄についてキーワードによるウェブ検索をした際に，
広告主があらかじめ登録したキーワードが使用された場合，その検索結果を
表示するページに，広告主の広告が表示される。

広告主は、広告によって販売したい商品やサービス等についてキーワー
ドを選択し,登録を行う。次に,表示したい広告の見出し，広告文，表示する
ＵＲＬ，広告見出しの文言にリンクするＵＲＬを登録する。

ユーザーがGoogle等の検索エンジンを利用して，広告主の登録したキー
ワードを用いて検索すると，検索結果表示画面の上部，下部，側部等に，
登録キーワードを用いた広告が表示されることになる。そして，ユーザー
が同広告の見出しの文言をクリックすることで，広告主がリンク先として登
録したＵＲＬへ移動させることができる。
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検索式

検索結果

検索結果連動型広告



経緯
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H12.9～H17.7 原告は楽天に出店。
出店中は「石けん百貨」をKWとする広告。
H17.9 「石けん百貨」で検索すると「石けん百貨」「石
けん百科」の広告掲載される。
（この時点では出願中）
H17.10 広告中止の求めが被告に到達
「石けん 百科通販」のサーチワード登録を削除

H24.8～H26.9 再び広告掲載
原告が訴訟提起→被告は当該表示を削除



②争点１ 商標権侵害の有無
（１）単独不法行為

ア:商標権侵害
イ：被告の反論に対する主張

（ア）指定商品役務の記載なし
（イ）被告に落ち度無し
（ウ）半角スペースを設けている

（２）共同不法行為
③争点２ 不正競争行為
①争点３ 差止の必要性
④争点４ 損害の発生
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①争点３ 差止の必要性

【原告主張】
被告には，別紙表示目録記載の文言を使用した検索

連動型広告をするおそれがある。

【被告主張】
原告が求める差止めの必要性は認められない。
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①争点３ 差止の必要性
【裁判所】認定：被告が平成２６年９月１２日に本件の訴状を受
領して調査したところ，前記「P1」の出店ページには，「石けん
百貨」等が隠れ文字として使用されていた。そこで，被告は，同
日，同店の商品ページをサーチ非表示にする措置を講じるととも
に，同店に対し，上記隠れ文字の削除を求めた。

他方，前記「P2」については，被告が本件の訴状を受領する前
に退店していたことから，隠れ文字の使用等を確認することはで
きなかった。
判断：したがって，被告が別紙表示目録記載の文言を使用した検
索連動型広告をするおそれがあるとは認められないから，その余
について検討するまでもなく，本件での原告の差止請求（請求の
趣旨１項ないし３項）はいずれも理由がない。
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②争点１ 商標権侵害の有無
（１）単独不法行為

ア:商標権侵害
【原告主張】

被告が，「石けん百貨」，「石鹸百科」及び「石け
ん百科」をキーワードとした検索結果表示画面において,
本件各登録商標である「石けん百貨」，「石鹸百科」， 「石けん百科」と同一又はこれらに類似す

る標章を広告において表示し，同表示のハイパーリンク先
を被告の石けんや洗剤に関連する商品販売サイトに設定する行為
は，商品に関する広告を内容とする情報に「石けん百
貨」等という標章を付して電磁的方法により提供するも
のであり（商標法２条３項８号）,本件各商標権を侵害し，
単独の不法行為を構成する。
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②争点１ 商標権侵害の有無
（１）単独不法行為

ア:商標権侵害
【被告の主張】

「【楽天】石けん百貨大特集」等の本件表示の記載
に触れた者は，「百貨」が「いろいろな商品」を意味す
る一般名詞であることから，楽天市場において，石けん
に関する商品が多数特集されているものと認識するのが
通常であって,「石けん百貨」の部分に着目して，当該部
分が原告のサイトの名称であると認識するとはいえない
から，本件表示の「石けん百貨」の部分は，出所識別機
能を発揮する態様での表示ではなく，当該部分の使用は，
商標としての使用に該当しない。
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②争点１ 商標権侵害の有無
（１）単独不法行為

ア:商標権侵害
【裁判所】スペースの有無それぞれについて判断
(i)スペース無しの場合
「石けん百貨」等の語は,普通名称ではなく造語。楽天市場の広告において，
【楽天】石けん百貨犬特集」等と表示されている場合には，その広告に接
しか一般ユーザーは，「石けん百貨」に関連する商品が楽天市場内で提供
されている旨が表示されていると理解するのが通常。
広告自体には，何らの商品も陳列表示されておらず，加盟店が提供するどの
商品が「石けん百貨」等と関連するのかについて何ら表示されていない。
それを単体として捉える限り，本件各登録商標に係る指定商品又は指定役務
と同一又は類似の商品に関する広告であるとは認められない。 本件広告とリ
ンク先の楽天市場リスト表示画面とを一体に捉えることができるためには，被告が本件広告
を表示するに当たり，移動後の楽天市場リスト表示画面で石けん商品が陳列表示されること
を予定し,利用していると評価し得ることが必要であると解するのが相当である。
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②争点１ 商標権侵害の有無
（１）単独不法行為

ア:商標権侵害
【裁判所】スペースの有無それぞれについて判断
(i)スペース無しの場合
本件広告とリンク先の楽天市場リスト表示画面とを一体に捉えることができるためには，被告が本件広
告を表示するに当たり，移動後の楽天市場リスト表示画面で石けん商品が陳列表示されることを予定し,
利用していると評価し得ることが必要であると解するのが相当である。
この点，加盟店が「石けん百貨」等に関連する石けん商品を何ら取り扱っていないにもかかわらず，石
けん商品を販売する出店ページにおいて「石けん百貨」等の標章を明示的に又は画面上見えない隠れ文
字として使用することは，被告が加盟店に対して，前記認定事実（5）の知的財産権侵害を禁止する規
約や，隠れ文字の使用を禁止するガイドラインにより規制している行為である。このことからすると，
加盟店の出店ページにおいて規約等に違反してキーワードが使用され，楽天市場リスト表示画面にその
キーワードを用いた商品が陳列表示されるというのは，本来予定されていない，想定外の事態であると
いうことができる。このことからすると，本件において，被告が本件広告を表示するに当たり，移動後の楽天市場リスト表示
画面で石けん商品が陳列表示されることを予定し，利用していると評価することはできないというべきである。

もっとも，前記認定事実のとおり，●（省略）●本件広告が表示されることとなったとしても，なお，被告が移動後の楽天市場
リスト表示画面で石けん商品が陳列表示されることを予定し，利用していると評価することはできないというべきである。

この点について，原告は，楽天市場の加盟店が規約等に違反する行為を行うことを全く想定できない
とはいえない旨主張する。しかし，前提事実（4）のとおり，平成２６年９月の時点で，楽天市場の登
録店舗数は４万１ ７ １ ８店，登録商品数は１億５０００万点超であり，出店ページの内容も日々変化
するものであることからすると，被告に対して各店舗の出店ページにおける規約等の違反を常時監視す
ることを求めるのは，被告に不可能を強いるものであり，被告がそのような注意義務を負うと解するこ
とは相当でないというべきである。
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②争点１ 商標権侵害の有無
（１）単独不法行為

ア:商標権侵害
【裁判所】スペースの有無それぞれについて判断
(ⅱ)スペース有りの場合
（ｱ）インターネット検索において複数の語を組み合わせる場合には，語と語の間にスペースを挿入することが広
く知られているから，スペースあり表示に接した一般ユーザーは，それが当然に「石けん百貨」等という造語を
表示していると認識するとは限らず，「石けん」と「百貨」という２語を表示していると認識することもあり得
る。そして,これらの場合には,その広告に接したそれらのユーザーが,「石けん百貨」等に関連する商品が楽天市場
内で提供されている旨が表示されていると理解するのが通常であるとはいえないから，たとえ移動後の楽天市場リ
スト表示画面において石けん商品が陳列表示された場合でも，その陳列表示商品が「石けん百貨」等に関連する
との認識を生じるとはいえず，本件広告が本件各登録商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品に
関する広告であるとはいえない。
（ｲ）これに対し，ユーザーが「石けん百貨」等とスペースを挿入せずにキーワードを入力して検索する場合には，「石けん百貨」等が普通名称でない
造語であることからすると，そのユーザーは，まさに「石けん百貨」等を検索しようとしたものと考えられるから，●（省略）●その広告に接しか上
記ユーザーは，スペースが半角分しかないことも寄与して，「石けん百貨」等に関連する商品が楽天市場内で提供されている旨が表示されていると理
解する可告腫が高い。

しかし，その場合でも，本件広告を単体で捉える場合には，本件広告が本件各登録商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品に関する
広告であるとはいえないことは，先にスペースなし表示について述べたのと同様である。

他方，本件広告とリンク先の楽天市場リスト表示画面とを一体として捉えた場合については別途の検討を要する。
本件広告で「石けん 百貨」等のスペースあり表示が使用された場合には，移動後の楽天市場リスト表示画面では，
部分一致により，出店ページにおいて「石けん」と「百貨」の語を使用している加盟店の石けん商品が陳列表示さ
れている。そして，この場合には，加盟店が「石けん」及び「百貨」をそれぞれ出店ページで使用することについ
て規約等の違反があるわけではないから，被告は本件広告を表示するに当たり，移動後の楽天市場リスト表示画面
で商品等が陳列表示されることを予定し，利用していると評価することができる。そうすると，本件広告と移動
後の楽天市場リスト表示画面とを一体的に捉えることができ，ユーザーにおいて陳列表示された石けん商品が「石
けん百貨」等に関連するものであるとの認識が生じ得ることから，スペースありの本件表示をもって，「石けん百
貨」等を石けん商品の出所識別標識として用いた広告であると解する余地がある。
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②争点１ 商標権侵害の有無
（１）単独不法行為

ア:商標権侵害
【裁判所】スペースの有無それぞれについて判断
(ⅱ)スペース有りの場合

しかし，前記認定事実（1）のとおり，●（省略）●そして，このように考えると，スペースあり
の「石けん百貨」等も，スペースなしの加盟店による規約等の違反行為のためにキーワードとして登
録されるに至ったもの「石けん百貨」等と同様に，であり，本来予定されていない,想定外の事態であ
るということができる。そして，この場合に被告が求められる注意義務を尽くしていたといえること
は先に述べたのと同様であるから，本件広告におけるスペースあり表示の使用が，仮に客観的には本
件各商標権侵害を構成する行為であるとしても，被告には故意があるとは認められず，また，注意義
務違反（過失）がないというべきであるから，被告は損害賠償責任を負わない。

ウ 以上のとおり，被告による本件広告における本件表示の使用行為が，本件各商標権を侵害
する単独の不法行為を構成するとは認められない。

認定事実（１）
ア 被告は，「楽天市場出店規約」において，加盟店に対して，第三者の知的財産権等の権利の侵

害や第三者に不利益を与える行為を禁止し（第１８条１項（５）），これに対する違反を解除事由と
して定めている（第２６条１項（１））。

また，被告は，ガイドラインにおいて，「背景色と同じ文字色の文字記載，通常より小さなフォン
トでの文字記載，ＨＴＭＬへの文字記載等，ユーザーが認識することができない文字記載を行うこ
と」（いわゆる隠れ文字）を「お客様へ混乱，誤解や迷惑を与える行為」として禁止している。
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②争点１ 商標権侵害の有無
（2）共同不法行為

【裁判所】 原告は，本件広告において「石けん百貨」等の本件表示を使
用し，移動後の楽天市場リスト表示画面において石けん商品を表示する行
為が，本件各商標権を侵害する被告と加盟店との共同不法行為を構成する
と主張する。

しかし，前記のとおり，被告は，規約及びガイドラインによって，加盟店
が出店ページにおいて第三者の知的財産権等の権利の侵害や隠れ文字の使用
を禁止することにより，楽天市場リスト表示画面において「石けん百貨」等
をキーワードとして検索しても商品等が表示されることがない措置をとって
いたのであり，それにもかかわらず，加盟店がそれに違反したことにより，
●（省略）●本件広告が表示されるに至ったのであるから，被告と加盟店の
間に共同性を認めることはできない。
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③争点２ 不正競争行為

【裁判所】 原告は，ユーザーが，本件広告をもって，原告店舗のサイトの広告
であると誤認混同するおそれがあると主張する。

しかし，前記認定のとおり，本件広告には，広告である旨が明記されている上，「【楽
天】石けん百貨大特集」などと，必ず「楽天」の語が使用されているから，楽天がインター
ネットショッピングモールとして周知であることからすると，原告の主張する誤認混同のお
それは認められない。

また，原告は，ユーザーは，本件広告のハイパーリンク先の楽天市場リスト表示画面をもって，それらの商品
を原告が販売していると誤認混同するおそれがあると主張する。

しかし，先に本件各商標権侵害について述べたのと同様に本件広告には，具体的な商品の陳列表示が
ないから，本件広告を単体で捉えた場合に，本件表示が具体的な商品や店舗についての商品
等表示として使用されているとは認められない。

また，本件広告を移動後の楽天市場リスト表示画面と一体で捉えることについても，先に
本件各商標権侵害について述べたのと同様に，被告が本件広告を表示するに当たり，移動後
の楽天市場リスト表示画面で商品等が陳列表示されることを予定し，利用しているとは評価
し得ず，本件広告を移動後の楽天市場リスト表示画面と一体で捉えることができないか,又は,
被告に故意又は過失があるとは認められず，加盟店との共同性も認められない。

したがって，被告が不正競争行為（不正競争防止法２条１項１号）による損害賠償責任を
負うとは認められないから，不正競争防止法に基づく損害賠償請求は理由がない。
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④争点4 損害の発生

【裁判所】以上によれば，その余の点について判断する
までもなく，原告の請求にはいずれも理由がない。
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実務上の指針
(1) 「検索連動型広告」では，広告主はまず設定画面上で広告によって販売
したい商品やサービス等についてキーワードを選択し登録を行う。イン
ターネットの検索エンジンによって検索されやすいキーワードを使用して
行うこのタイプの広告手法は，増加しつつある。
(2) 本件では，本件広告自体に何らの商品も陳列表示されておらず，加盟店
が提供するどの商品が「石けん百貨」等と関連するのかについて何ら表示
されていないから，商標権侵害が成立しないとされたのは当然であり，本
件広告から「移動後の楽天市場リスト表示画面に何らの商品も陳列表示さ
れない場合」も，同様である。
ただし，「ハイパーリンクをクリックして楽天市場リスト表示画面に移動
し，そこで加盟店が提供する石けん商品の陳列表示に接した場合には，そ
の石けん商品が「石けん百貨」等に関連するものであるとの認識が生じ得
る。」とし，「本件広告と楽天市場リスト表示画面とを一体で捉える場合
には，本件表示をもって，「石けん百貨」等を石けん商品の出所識別標識
として用いた広告であると解する余地がある。」と判示して,ハイパーリン
ク先の表示を一体として捉えた場合にも商標権侵害の可能性を示唆してい
ることに留意する必要がある。
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実務上の指針

この点について，本件では本件被告が出店主に対し，キーワード設定について，知的財産
権侵害を禁止する規約や隠れ文字の使用を禁止するガイドラインを設けているため，規約
に違反したキーワードを用いた商品が陳列表示されることは，本来予定されていない想定
外の事態であると認定している。本件では，被告と契約する出店主の数が4万店以上，登録
商品数が1億5,000万店を超えることから被告に常時監視を求めることは不可能を強いるこ
とになるというのがその理由である。また，被告は本件の訴状によって，その存在を認識
するや否や，直ちに調査してサーチ非表示にするとともに隠れ文字の削除を出展者に要求
している。これらの事実より，仮に客観的に本件商標権侵害を構成するとしても，被告に
故意があるとは認められず，また注意義務違反もないというべきであるから，被告は損害
賠償責任を負わない，と判断された。検索リストを表示する会社に求められる注意義務と
具体的対応が参考になる。
また，出店主や登録商品の数が本件ほど膨大でない場合には，常時監視の義務が課せられ
る可能性もあるので注意が必要である。

原告は，本判決を不服として控訴を申し立てたが，棄却された（H29.4.20大阪高裁平成28
年（ネ）1737）。
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